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     被措置児童等虐待については、在宅の児童虐待と同様、被措置児童等の生命に

関わるような緊急的な事態が生じる可能性もあり、そのような状況下での対応は

一刻を争うものとなります。 
      虐待の発生から時間が経過するにしたがって虐待の内容が深刻化することや

当該児童に与える影響が大きくなることも予想されるため、通告や届出がなされ

た場合には、都道府県における迅速な対応が必要です。 
このような事態に対応できるよう、夜間や休日においても、在宅の児童虐待に

関する夜間・休日通告受理体制を活用するなど、被措置児童等虐待に係る相談や

通告・届出に対応できる仕組みを整え（緊急的な一時保護体制も含め）、関係者や

住民などに十分周知する必要があります。 
 

２）都道府県の組織的な対応・関係機関との連携 
 
     被措置児童等虐待については、都道府県（担当部署）においては、担当者が１

人で対応するのではなく、組織的な対応を行うことが必要であり、相談、通告や

届出（情報提供、連絡も含む）があった場合にはどのような体制で事実確認等を

行うかについてあらかじめルールを定めておき、組織内で認識を共通にしておく

必要があります。 
     また、被措置児童等虐待への対応については、都道府県（担当部署）はその内

容等を速やかに都道府県児童福祉審議会へ報告することとされていることから

（児童福祉法第３３条の１５第２項）、報告の内容、緊急の際の報告体制等のルー

ルをあらかじめ定め、的確な対応が取れるようにする必要があります。 
     実際に虐待が起こってからではなく、あらかじめよく情報を共有することによ

り、実際に被措置児童等虐待が起こった場合において迅速に対応することができ

るようになるものと考えられます。 
被害を受けた被措置児童等はもちろんのこと、同じ施設に入所するほかの被措

置児童等についても適切な支援を行うことができるような体制を組むこと、施設

運営等の見直しに関し、施設に都道府県児童福祉審議会等の専門家を加えた検

証・改善委員会の設置を促すことなど組織全体に関わる対応が必要となる場合も

想定されるため、関係者が連携しながら取り組むことが求められます。 
都道府県（担当部署）においては、関係機関とも連携し、実践事例の収集や蓄 

積、研修などの取組を通じて被措置児童等虐待に対する認識の共通化を図るとと

もに、都道府県内における関係機関の連携及び体制についてあらかじめルールを

定めておくことなどが必要です。 
 

＜被措置児童等虐待、事故などに関するマニュアル等を作成し、関係機関の間で認識

の共有等を進めている自治体の取組例等＞ 
・ 事件、事故   ～埼玉県「児童養護施設危機管理マニュアル」 
・ 被措置児童虐待 ～大阪府「児童福祉施設における人権侵害等対応マニュアル」 
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